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奈良市子どもにやさしいまちづくり条例骨子（案）の構成

子どもに関する施策の計画検証等

Ⅳ．子どもにやさしいまちづくりの推進Ⅳ．子どもにやさしいまちづくりの推進

Ⅴ．施策の推進Ⅴ．施策の推進

Ⅱ．子どもの大切な権利Ⅱ．子どもの大切な権利
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 目的
 基本理念
 定義

子どもにとって大切な権利
の保障と他者の権利の尊重

Ⅰ．総則Ⅰ．総則

19 計画と検証
20 体制整備
21 広報及び啓発

11 子どもの意見表明及び参加の促進
12 子ども会議
13 子育て家庭への支援
14 特別なニーズのある子どもと
11 その家庭に対する支援

15 子どもへの虐待等に対する取組
16 有害・危険な環境からの保護
17 子どもの居場所・遊び場づくり
18 相談体制
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 共通の役割
 市の役割
 保護者の役割
 地域住民の役割
 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の役割
 事業者の役割



奈良市子どもにやさしいまちづく奈良市子どもにやさしいまちづく
奈良市では、すべての子どもが、今を幸せに生き、夢と希望を持って成長していけるようにとの願いを
込め、子ども条例検討委員会を設置し、子ども条例の検討を進めています。この度、この検討委員会か
ら「子どもにやさしいまちづくり条例骨子（案）」中間報告が提出されました。 ここでは、子どもにやさしいまちづくりを行う上での大人たちの役割を明記しています。

ここでは、子どもにやさしいまちづくりの推進について、具体的な取組を掲げています。 ここでは、市が行う施策として、計
画の策定、定期的な検証、総合的な
調整を行うための必要な体制整備、
広報活動及び啓発活動の実施につ
いて掲げています。

この条例では、子どもにやさしいまちづくり
を進めていくための基本となる理念や、子ど
もにやさしいまちづくりを具体的に展開す
るための方向について定めています。
　「子どもにやさしいまち」とは、子どもの権
利を尊重するとともに、子どもが自立するた
めに社会全体が支援することや、安心して子
育てのできるまちづくり等を通して、子ども
が育つための支援に、社会全体で取り組むと
いう考え方を表しています。

子ども条例の基本理念として、子どもの権利
を尊重することが全ての基礎になること。子
どもにとっての最善の利益を考慮すること。
子どもにやさしいまちづくりを進めること
は、奈良市に住み、訪れる全ての人にとって
やさしいまちづくりにつながるという考え
方を表しています。

この条例でいう「子ども」とは、
「18歳未満の者」を対象としてい
ます。ここでいう「18歳未満の者」
とは、奈良市民だけではなく、奈
良市を訪れた人であっても、市内
にいる限りは子どもとして広く
対象としています。

この条例の基本理念に基づき、子
どもにとって大切な権利が保障さ
れるよう、子どもたちが求めるこ
とができることを表しています。
また、自分自身の権利の保障を求
めるだけではなく、他者の権利も
自分自身の権利と同様に尊重され
るよう、子どもたちが努めるもの
とすることを表しています。

子ども条例の目的子ども条例の目的

大人たちの役割大人たちの役割

子どもにやさしいまちづくりの推進子どもにやさしいまちづくりの推進 施策の推進施策の推進

子ども条例の基本理念子ども条例の基本理念

定義定義 子どもにとって大切な権利の保障と他者の権利の尊重子どもにとって大切な権利の保障と他者の権利の尊重

●この条例が目的とする「子どもにやさしいまち」とは、
子どもの権利を尊重し、子どもが自立するための知識
と経験を得られるよう子どもへの支援及び子育て支援
を社会全体で取り組み、一人一人の子どもが安心して
豊かに暮らすことのできるまちをいう。

●奈良市の子どもたちが、今を幸せに生きることができ、
将来に夢と希望をもって成長していけるように、子ど
も参加によって大人と共にまちづくりを進めることを
目的とする。

●日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念に基づ
き、子どもが権利の主体として尊重されることを全て
の取組の基礎とすること。

●市、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及
び事業者は、子どもの成長及び発達に応じ、その思いや
意見に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一に考慮する。

●子どもにやさしいまちづくりを進めることは、子ども
だけでなく、奈良市に住み、訪れるすべての人にとって
やさしいまちづくりにつながるという理念を取組の基
礎とすること。

●子どもは、この条例の基本理念に
のっとり、子どもにとって大切な権
利の保障を求めることができる。

●子どもは、自分にとって大切な
権利が保障されることと同様に
他者の権利を尊重するよう努め
るものとする。

子どもによる意見表明や
参加の促進

子ども会議の設置について

子育て家庭への支援､
特別なニーズのある子どもや
その家庭に対する支援について

有害な環境や危険な環境から
子どもたちを守ることについて

子どもへの虐待やいじめ、
体罰などに対する
取組について

子どもの居場所や
遊び場づくり

子どもが直接相談できる
体制について

★子どもに関する施策の実施及び
　財政上の措置
★保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の
関係者及び事業者がそれぞれの役割を
果たすことができるための必要な支援

市の役割
★子どもの育成に対し
第一義的な責任を有する
★子どもが健やかに育つよう努める

保護者の役割

★子どもが、心身ともに健やかに成長し、
生きる力を身に付けること、
並びに能力及び可能性を
最大限に伸ばすことができるための支援
★子どもにとって、安全にかつ安心して育ち、
又は学ぶことのできる場となるための環境づくり

子どもが育ち・学ぶ施設の
関係者の役割

★雇用する労働者の仕事と子育てとの両立が
図られるよう必要な職場環境の整備に努める
★地域社会の一員として、子どもが育ち・学ぶ施設、
地域、市等が行う子どもを健やかに育むための
取組に協力するよう努める

事業者の役割

★子どもの健やかな育ちを支援
★安全で安心な地域づくりに努める
★多様な世代や子ども同士の交流
及び様々な体験をすることが
できる機会を提供

地域住民の役割

市、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者が
連携・協働し、子どもにやさしいまちづくりを進める
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